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１ 経緯 
県では、平成 23年３月に策定し、平成 29年３月

に改定した「高知県地球温暖化対策実行計画（区域

施策編）」に基づき、計画期間を令和 12年までとし

て温室効果ガスの削減目標の達成を目指してきま

した。 
しかし、平成 30年 10 月の第 48 回 IPCC 総会にお

ける「1.5℃報告書」の採択や、温室効果ガスの削

減に取り組む新たな国際的枠組み「パリ協定」の運

用開始、政府による 2050 年のカーボンニュートラ

ル宣言など、地球温暖化対策を取り巻く国内外の状

況が大きく変化したことから、令和３年３月に本計

画を改定しました。 
改定した本計画に基づき、県民総参加により、総

合的かつ計画的に地球温暖化対策を推進するとと

もに、PDCA サイクルを取り入れた適切な進捗管理

を行うことにより、温室効果ガスの削減目標の達成

を目指しています。 
 
２ 基本的事項 
（１）計画の位置付け　 
　本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第

21条第３項及び高知県環境基本条例第29条に基づ

き策定したものです。 
 
（２）計画期間等 
計画期間　2017(平成 29)～2030(令和 12)年度 

　基 準 年　2013(平成 25)年度 
 
（３）対象とする温室効果ガス 
　地球温暖化対策の推進に関する法律第２条第３
項に定める以下の７種類とします。 
 

 種類 主な用途・発生源

 二酸化炭素 
(CO2）

化石燃料の燃焼など

 メタン 
（CH4）

稲作、家畜の腸内発効、廃棄物の

埋め立てなど

 一酸化二窒素 
（N2O）

化石燃料の燃焼、工業プロセスな

ど

 
ハイドロフルオロカーボン類

（HFC）

スプレー、エアコンや冷蔵庫など

の冷媒、化学物質の製造プロセス

など

 パーフルオロカーボン類 
（PFC）

洗浄剤や溶剤

 六ふっ化硫黄 
（SF6）

電気の絶縁体など

 三ふっ化窒素 
（NF3）

半導体の製造プロセスなど

 
（４）対象とする部門 
　温室効果ガスは、下表のとおり、部門ごとに算定

します。 

 
 
（５）温室効果ガスの削減目標 
　　　（2022（令和 4）年 3月改定） 
 
　削減目標　2030 年度の森林等吸収量を反映した

温室効果ガスの排出量を基準年比で 
　　　　　 
　　　　 ①47%以上削減 

（電気の CO2 排出係数変動※） 
②28％以上削減 
（電気の CO2 排出係数を基準年で固定） 
 

 

※国が「エネルギー基本計画」で定めた 2030 年度

の電源構成（国の削減目標（46%削減））が達成さ

れた場合の電気の CO2 排出係数（電気事業低炭素

社会協議会の目標値：0.25kg-CO2/kWh）を用いて

算定 

 
 
 

 部　門 排　出　源

 
産業部門

製造業（工場）、農林水産業、鉱業、建設業で 
使用された燃料・電力からの排出量

 家庭部門 家庭で使用された燃料・電力からの排出量

 
業務その他

部門

事務所・ビル、商業・サービス業施設に加え、

製造業の管理部門で使用された燃料・電力から

の排出量

 
運輸部門

自動車、鉄道、内航船舶、国内航空で使用され

た燃料・電力からの排出量

 工業プロセス 
部門

セメント製造、生石灰製造などの工業プロセ

スからの排出量

 廃棄物部門 一般廃棄物や産業廃棄物の焼却による排出量

 

その他部門

二酸化炭素以外の排出量（メタン、一酸化二窒

素、フロンガス） 
家畜の飼養、廃棄物の焼却などによるメタン及

び一酸化二窒素の排出量 
製造工程やカーエアコンなどからのフロンガ

スの排出量

高知県地球温暖化対策実行計画 

（新エネルギー推進課）

高知県地球温暖化対策実行計画 

（環境計画推進課）
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部門別の削減目標 

 
森林等吸収量の将来推計結果 

 
農地土壌炭素吸収源対策による 

吸収量の将来推計結果 

 
都市緑化等の推進による吸収量の将来推計結果 

 
３ 温室効果ガス排出量の現状 
（１）温室効果ガス総排出量の推移（電気の CO2排

出係数変動） 
2023（令和５）年度の本県の温室効果ガス排出量

は総排出量6,605千 t-CO2 から森林吸収量 1,720千

t-CO2 を差し引いた 4,885 千 t-CO2 となり、基準年

度（2013 年）の排出量（9,577 千 t-CO2）からは

4,692 千 t-CO2（49.0%）減少しました。 

 

2013年

（基準年）
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

総排出量（千t-CO2） 9,577 9,376 9,042 8,323 8,507 8,091 7,458 8,051 7,727 7,132 6,605

基準年比（%） - ▲2.1 ▲5.6 ▲13.1 ▲11.2 ▲15.5 ▲22.1 ▲15.9 ▲19.3 ▲25.5 ▲31.0

前年比（%） - ▲2.1 ▲3.6 ▲8.0 2.2 ▲4.9 ▲7.8 8.0 ▲4.0 ▲7.7 ▲7.4

 
（２）部門別排出状況の推移 

 
４ 温室効果ガス削減などに向けた取組 
温室効果ガスを削減する手法や対策は様々なも

のがあり、革新的な技術の導入時期も不確定ですが、

国や産業界などの動向を踏まえながら、低炭素社会

づくりの基盤を構築するために、計画的かつ総合的

な地球温暖化対策を推進していきます。 
具体的な施策や取組については下図のとおりで

すが、県民、事業者など各主体の取組を積極的に支

援していくとともに、部門別削減対策、二酸化炭素

吸収源対策など各分野での効果的な削減対策を講

じていきます。 
施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部　門 増　減　

 
産業部門

前年度比 6.7％減少 
（基準年度比 29.8％減少)

 
家庭部門

前年度比 17.0％減少 
(基準年度比 55.0％減少)

 業務その他 
部門

前年度比 2.9％減少 
（基準年度比 51.5％減少）

 
運輸部門

前年度比 4.7％減少 
（基準年度比 20.5％減少）

 エネルギー転換 
部門

前年度比 5.3％増加 
（基準年度には実績なし）

 工業プロセス 
部門

前年度比 6.7％減少 
（基準年度比では 15.2％減少）

 
廃棄物部門

前年度比 4.0％増加 
（基準年度比 31.8％減少）

 
その他部門

前年度比 13.1％減少 
（基準年度比 16.7％減少）

※2023 年は暫定値 
出典：環境計画推進課
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第Ⅱ期高知県脱炭素社会推進アクションプラン　　　　　　　　　　　（環境計画推進課）
 
 
 
１　策定の背景 

近年、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガス

の増加によって、地球温暖化が進み、様々な気候

変動の影響が生じており、今後、豪雨や猛暑のリ

スクが更に高まることが予測されています。2018

年10月に公表された「IPCC1.5℃特別報告書」で

は、パリ協定（2015年に採択された気候変動抑制

に関する多国間の国際的な協定）の目的である産

業革命以降の世界の平均気温の上昇を1.5℃未満

に抑える必要性が指摘されました。このために

は、2050年頃までに温室効果ガスの排出量を「実

質ゼロ※1」（＝カーボンニュートラル）にする必

要があります。 

 

一方、企業や金融機関においても、パリ協定を

契機に、ESG金融(※2)の動きなどとあいまって、

脱炭素化を企業経営に取り組む動きが世界的に進

展しています。また、サプライチェーンを含んだ

排出量削減を目指す動きが加速化していることに

加えて、SDGs（持続可能な開発目標）の達成をは

じめとした地球規模での課題への対応が求められ

ています。 

 

　こうした中、国は、2020年10月に2050年のカー

ボンニュートラル宣言を行い、グリーン成長戦略

を策定して「経済と環境の好循環」の実現を目指

し取組を進めています。また、2021年10月には、 

国の2030年度の温室効果ガス排出量削減目標について、「2013年度比で46％削減することを目指し、さ

らに50％の高みに向けて挑戦する」ことを決定し、取組を加速していくこととしています。 

 

　このような状況を受け、本県においても、2020年12月に「2050年のカーボンニュートラルの実現に向

けて取り組む」ことを宣言し、「2050年カーボンニュートラルの実現」と「経済と環境の好循環」の創

出に向けた行動計画として、2022年３月には森林率全国１位の森林資源といった豊富な自然資源などの

本県の強みや特色を生かした「高知県脱炭素社会推進アクションプラン」（第Ⅰ期）（以下「第Ⅰ期アク

ションプラン」という。）を策定しました。 

 

　この第Ⅰ期アクションプランの取組をとおして、県内の脱炭素化に向けた意識が向上してきており、

事業者や家庭における太陽光発電の導入拡大や、全国的にも先進的な県内市町村の取組などが大きく進

みました。一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大と、それに伴う新たな生活様式の浸透や、ロシア

によるウクライナ侵攻が契機となった原油・電気料金の高騰など、日々の暮らしを取り巻く状況も大き

く変化してきています。 

 

　　アクションプランの目標達成のためには、こうした社会情勢の変化に伴う状況の変化をしっかりと捉

えて、引き続き本県の強みである豊かな自然資源を生かした取組を強化していく必要があります。その

ため、第Ⅰ期アクションプランの取組による成果や見えてきた課題を踏まえ、2024年３月には事業者・

県民・行政によるオール高知での取組をより一層進化させた「第Ⅱ期高知県脱炭素社会推進アクション

プラン」（以下「第Ⅱ期アクションプラン」という。）を策定し、さらに2025年３月にはVer.2へ改定し

ました。 

 

※カーボンニュートラル： 
「温室効果ガス排出量＝森林等の吸収量」とし、実質

的な温室効果ガス排出量をゼロにすること 
※ESG 金融： 
 投資判断において、従来の財務情報に加え、環境

（Environment）、社会（Social）、企業統治

（Governance）に関する非財務情報を考慮した投資行

動をとること。
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２　第Ⅱ期高知県脱炭素社会推進アクションプランの概要 

（１）第Ⅱ期高知県脱炭素社会推進アクションプランの位置付け 

第Ⅱ期アクションプランは、「2050 年カーボンニュートラルの実

現」と「経済と環境の好循環」の創出に向けて、本県の温室効果ガ

ス排出量削減目標等を定めた「高知県地球温暖化対策実行計画」や、

再生可能エネルギーの推進を図る「高知県新エネルギービジョン」

の取組に加え、直近の国の動きや、グリーン化関連産業の育成、SDGs

を意識した取組などの新たな取組を盛り込んだ行動計画です。 

 

アクションプランでは、2050 年の目指すべき将来像を示すととも

に、その中期目標となる 2030 年度の数値目標（温室効果ガス排出量

削減目標）について、「2013 年度比で 47％以上削減」することとし、

取組を強化しています。 

 

また、温室効果ガス排出量の削減とともに、本県の特色を生かし

た、脱炭素化に資する新たな産業の育成など、「経済と環境の好循環」

の創出に向けた取組も進めていきます。 

本県の豊かな自然環境を守り次世代に引き継いでいくためにも、カーボンニュートラルの実現に向けて、

多くの方々のご理解とご協力をいただきながら、県民・事業者・行政等が一丸となったオール高知で取り

組んでいきます。 

 

（２）計画期間 

計画期間は、県の基本政策の一つである「第５期高知県産業振興計画」の期間と合わせ、2022 年度（令

和４年度）から 2023 年度（令和５年度）までを第Ⅰ期、2024 年度（令和６年度）から 2027 年度（令和９

年度）までを第Ⅱ期としています。 

 

（３）カーボンニュートラル実現に向けた基本的な考え方と取組内容 

温室効果ガス排出量の削減やカーボンニュートラルの実現に向けては、高知県の排出量の多く（約７割）

を占めているエネルギー起源 CO2 への対策が重要であることから、本県の豊かな自然資源を最大限活用し

たアプローチによる取組を実施します。 

具体的には、①省エネ・②電化・③電力の再エネ化をそれぞれ推進することにより、化石燃料由来のエ

ネルギーの削減を図るとともに、④吸収源対策を強化することにより、カーボンニュートラルの実現を目

指します。 

 
 
アクションプランの取組推進に当たっては、３つの柱を中心に「カーボンニュートラル」「経済と環境の

好循環」に挑戦します。 
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（４）削減目標 

アクションプランでは、2030 年度までに、温室効果ガス排出量を 2013 年度比で 47％以上削減すること

を中期目標として、2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、取組を推進していくこととしています。 
 
（５）推進体制 

高知県の脱炭素社会の実現に向けては、県民・事業者・行政等が一体となってオール高知で取組を推進

していくこととしています。 
県では、令和４年度に知事を本部長とする「高知県脱炭素社会推進本部」を立ち上げました。この本部

会を通じて、アクションプランの取組の推進・進捗管理を行うとともに、学識経験者や各産業分野の団体

代表者等で構成される外部委員会「高知県脱炭素社会推進協議会」に進捗等の報告を行い、助言等をいた

だき、PDCA サイクルを回しながら取組を推進していきます。 
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１ 高知県地球温暖化防止県民会議による地球

温暖化防止活動の推進 
県民会議は、県民・事業者・NPO・行政などの各

主体が連携・協働して地球温暖化防止の活動を県

民総参加による県民運動として展開するため、平

成 20年９月に設立されました。 
令和７年３月時点の会員数は306団体となって

います。 
 
（１）県民会議の３部会の主な活動 

ア 県民部会 
家庭での CO2 排出量削減などの

取組について、成果を見える化し

ながら進めていき、温暖化防止活

動を行う県民をあらゆる機会をと

らえて増やす取組を推進します。 
 
主な活動テーマ 

　・環境にやさしい買い物の取組推　　 
　　進 
・公共交通エコポイント社会還元　 

及び普及啓発 
　・県民に対する地球温暖化問題の 
　　周知・啓発 
 
 
 
地球温暖化防止県民会議の組織図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

イ 事業者部会 
事業者の業務にかかわる

CO2 排出量削減などの取組に

ついて、その成果を見える化

しながら進めていき、温暖化

防止活動を行う事業者やそ

の従業員を持続的に増やす仕組みづくりを行

います。 
 
主な活動テーマ 

　・エコアクション 21 その他の環境マネジメ 
ントシステムの取組推進 

・省エネアドバイザーの周知・派遣 
・省エネ機器導入の促進 

 
 
ウ 行政部会 
行政自らの温暖化対策を推進

するとともに、県民、事業者と

一体となった取組を推進しま

す。  
 
主な活動テーマ 
・地方公共団体実行計画の策定の推進 
・エコオフィス活動の推進 
・グリーン購入の推進 
・地球温暖化防止活動推進員の活用と連携 
・県民への地球温暖化防止の啓発 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地球温暖化防止県民運動推進事業  

（環境計画推進課）

グリーン購入
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（２）地球温暖化対策普及啓発事業 
平成 30 年度から、地球温暖化対策に関する普

及啓発を強化するために、地球温暖化対策普及啓

発事業を開始しました。 
令和６年度は、ホームページや SNS などのメデ

ィアを組み合わせて効果的な情報発信を行うと

ともに、環境にやさしい買い物キャンペーンなど

を実施することで実際に地球温暖化対策に取り

組む県民の増加を図りました。 
 
（３）令和６年度の３部会の主な活動実績 

ア 県民部会 
部会を３回開催しました。 
環境にやさしい買い物推進ワーキング、交通

エコポイント活用社会還元事業監理委員会な

どを開催し、県民参加による温暖化防止のため

の取組を行いました。 
 

（ア）環境にやさしい買い物の取組 
県内の事業者・団体などに呼び掛け、「環境に

やさしい買い物キャンペーン 2024」を実施しま

した。10、11 月の２か月間、 
①レジ袋を使用しない（プラスチックの削減） 
②生鮮食品は産地が近いものを購入する（輸

送エネルギーの削減） 
③すぐに消費する場合には、消費・賞味期限

が近いものを購入する（食品ロス削減） 
以上、３点の回数を記録・集計し、CO2 の削減

量を競うこの取組に 3,512 人が参加し、期間中

の総 CO２削減量は 13,352.53kg でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（イ）交通エコポイント活用社会還元事業 
県内の小学生が校外学習などを行う際に小

学生用の「ですか」カードを無料で貸し出し、

公共交通の利用を通じた地球温暖化防止の啓

発活動を行いました。 
令和６年度は、県民会議会員団体に事業への

寄付を呼び掛け114団体より177万円の寄付を

受けて事業を運営し、利用者数は 3,792 人でし

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無料貸出「ですか」カードを活用した 
校外学習の様子 

 
（ウ）地球温暖化問題の周知・啓発 
ホームページにより情報発信するとともに

地域イベントへの出展（５か所）や学習会

（３回）を実施しました。 
 

イ 事業者部会 
部会を１回、ワーキングを２回開催しました。 
エコアクション 21 その他の環境マネジメン

トシステムの取組推進では、エコアクション 21

の普及のための基礎セミナーを開催し、計９社

９名が受講しました。 
省エネアドバイザーの派遣では、１社に省エ

ネアドバイザーを派遣し、５社に省エネ診断費

補助を実施し、事業者の省エネの取組を支援し

ました。 
　　 

ウ 行政部会 
部会を２回、セミナーを１回開催しました。 
地方公共団体実行計画の策定、環境マネジメ

ントシステムの導入などのエコオフィス活動

やグリーン購入の推進を図りました。 
地球温暖化防止活動推進員の活用と連携で

は、推進員との協働の場を広げていくため、市

町村が開催したイベントなどにのべ 38 名の推

進員が参加し、地球温暖化防止に関する普及啓

発を行いました。 
県民への地球温暖化防止の啓発では、節電・

省エネ対策に取り組み、節電の呼び掛けを 18

市町村で広報誌などを通じて実施しました。 
また、環境にやさしい買い物キャンペーンへ

の参加を各市町村広報誌などで呼び掛けると

ともに、県内 11 市町と県庁の 2,192 名が環境

にやさしい買い物キャンペーンに参加しまし

た。 

キャンペーン 2024 ポスター 
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（４）取組に対する表彰、感謝状贈呈 
県民会議の行う事業を推進するうえで、先進的

な活動や他の模範となる活動を行うなど、大きく

寄与した団体を表彰するとともに、交通エコポイ

ント活用社会還元事業に寄付を頂いた118団体に

感謝状を贈呈しました。 
　 
◎会長表彰（１団体） 

 
◎部会長表彰（23 団体) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
受賞対象活動

「もぐもぐチャレンジ」の全国

展開

 受賞

団体
株式会社アッシェ

 
受賞対象活動

「環境にやさしい買い物キャン

ペーン 2023」

 受賞

団体

株式会社サニーマート

 株式会社井上電工

 
受賞対象活動

交通エコポイント活用社会還元

事業「ですかでゴー」

 

受賞

団体 

相互電設株式会社

 株式会社土居建設

 有限会社藤中電設

 有限会社共栄建設

 有限会社十和建設

 株式会社田内組

 伊東電氣有限会社

 

 
 
（５）こうちカーボンニュートラル推進フォーラ

ムの開催 
「協働の森づくり事業」のパートナーズ協定を

締結した企業と知事、市町村長などが一堂に集ま

り、森林の再生や、環境問題について自由に議論

を行うフォーラムを、平成 19 年度から年１回開

催しています。令和５年度からは、CO2 排出削減に

取り組む「県民会議」と、CO2 吸収源対策に取り組

む「協働の森づくり事業」双方の団体の交流や情

報共有等が行える機会として共同でフォーラム

を開催し、フォーラムの中で表彰式及び温暖化防

止に関連する講演等を実施しています。 
令和６年度は日本科学技術ジャーナリスト会

議会長で元NHK解説主幹の室山哲也氏を講師にお
招きし、『カーボンニュートラルへの処方箋』を
テーマに、また、独立行政法人中小企業基盤整備
機構四国本部から講師をお招きし、『中小企業が
カーボンニュートラルに取り組む必要性』をテー
マに、それぞれ基調講演を行いました。 

 受賞対象活動 エコアクション 21

 

受賞

団体

和建設株式会社

 株式会社尾﨑塗装工業

 株式会社若竹組

 有限会社岡本建設

 橋本工業有限会社

 啓大建設有限会社

 日興電設株式会社

 株式会社ネクスト・オカモト

 有限会社三浦建設

 株式会社片岡電気工事

 株式会社公文建設

 株式会社岸之上工務店

 株式会社香美水道組合

 
受賞対象活動

地域脱炭素実現のため、ゆずを

中心とする地域循環共生圏を構

築

 受賞

団体
北川村

「こうちカーボンニュートラル推進フォー

ラム 2024」での表彰者記念撮影の様子
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１　概要 
（１）「新エネルギー」とは 
地球温暖化への対応やエネルギー安全保障の

観点から、太陽光や風力といった再生可能エネル

ギーが注目されています。 
再生可能エネルギーとは、常に自然のなかに存

在し、繰り返し利用できるエネルギーのことです。 
このうち、新エネルギーは技術的に実用段階に

あるものの、経済性の面で普及が十分でないもの

を指します。 
 

図　新エネルギーの種類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

資料：「分かる新エネ」パンフレット（資源エネルギー庁） 
 
（２）新エネルギービジョン 

（2021年度～2025年度） 
県では、平成23年３月に「高知県新エネルギー

ビジョン」を策定し、平成28年３月に改定し、10

年間にわたって高知県の自然条件などの強みを

生かし、太陽光発電や木質バイオマス発電などの

新エネルギーの導入を進めてきました。 
こうした取組により、太陽光発電を中心に新エ

ネルギーの導入が進んできましたが、国のエネル

ギーを取り巻く環境の変化とともに、送電網の脆

弱性による事業化の断念など、課題があります。 
こうした現状を踏まえ、令和３年３月に「高知

県新エネルギービジョン」を改定し、新エネルギ

ーのさらなる導入促進に取り組んでいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 高知県が目指す将来の再生可能エネルギー

利用の姿 
 

 
 
 
 

 
 
 

イ 基本方針と取組方針 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新エネルギーの導入促進 

（新エネルギー推進課）

新エネルギーの導入促進 

（環境計画推進課）
高知県産 100%！ 

自然エネルギーあふれる「こうち」の創造
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ウ　高知県の強み（豊富な地域資源） 
 
（ア） 全国１位の森林率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（イ） 全国トップクラスの日照時間 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

（ウ） 全国トップクラスの降水量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
（エ） 条件の良い風況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
※風速６m/s以上が風力発電に適している 
出典：NEDO 局所風況マップ 

 

（３）県内の導入状況（令和６年度） 
ア 太陽光発電 

出典：固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト 
 

イ 風力発電施設（20kW以上） 

※県が把握しているもの 
 

ウ 小水力発電施設（1,000kW以下） 

※県が把握しているもの 
 

エ 木質バイオマス発電施設 

※バイオマス比率考慮あり 
出典：固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト 

 規模 件数 導入規模

 10kW 未満 23,273 112,038kW

 10kW 以上 4,725 418,881kW

 うちメガソーラー(1,000kW 以上) 90 225,562kW

 市町村 名称 事業実施主体 出力

 
大豊町

ユーラス大豊ウイ

ンドファーム

ユ ー ラ ス 大

豊風力

18,370kW 
（計８基）

 
梼原町 梼原風力発電所 梼原町

1,990kW 
×１基

 
大豊町 大豊風力発電所 四国電力

300kW 
×３基

 
津野町 葉山風力発電所

葉山風力 
発電所

1,000kW 
×20基

 
大月町

大月ウィンドファー

ム

大月ウィンド

パワー

1,000kW 
×12基

 
大月町

大洞山ウィンドファ

ーム

グリーン 
パワー大月

3,000kW 
×11基

 市町村 名称 事業実施主体 出力

 安芸市 名村川発電所 四国電力 420kW

 室戸市 吉良川発電所 四国電力 256kW

 四万十町 松葉川発電所 四国電力 320kW

 香美市 新改発電所２号機 四国電力 800kW

 越知町 桐見ダム管理用発電 高知県 600kW

 宿毛市 中筋川ダム管理用発電 国土交通省 300kW

 四万十町 津賀発電所３号機 四国電力 550kW

 
大川村 白滝発電所

大 川 村 ふ る さ

とむら公社
60kW

 梼原町 梼原町小水力発電所 (株)まつばら 3kW

 宿毛市 横瀬川ダム管理用発電 国土交通省 190kW

 梼原町 梼原町小水力発電所 梼原町 53kW

 大川村 大平発電所 住友共同電力 150kW

 馬路村 馬路村小水力発電所 馬路村 145kW

 
香美市 山田分水工発電所

山 田 堰 井 筋

土地改良区
90kW

 
三原村 三原村ふるさと発電所

NPO 法人いき

いきみはら会
116kW

 市町村 名称 事業実施主体 出力

 
高知市 土佐発電所

土佐グリーンパ

ワー
6,300kW

 
宿毛市

宿毛 バイオ

マス発電所

グリーン・エネ

ルギー研究所
6,500kW

 
須崎市

高知工場第

１発電所

住友大阪セメン

ト
29,221kW

 
本山町

本山 バイオ

マス発電所

エフビットコミュ

ニケーションズ
1,990kW

図　森林率（上位 10 位）

図　年間日照時間（上位 10 位）

資料：日本統計年鑑（令和６年）

図　年間降水量（上位 10 位）

資料：日本統計年鑑（令和６年）

資料：林野庁「都道府県別森林率・人工林率（令和４年）」

24



2025　　　　　　　　　　　　地球温暖化への対策

（４）再生可能エネルギーの導入促進に向けた課

題とその対応 
現在、本県では、系統と呼ばれる送配電線の容

量の関係から、一部の地域を除き、発電所を建設

しても系統に接続できない、または条件付きでし

か接続が出来ないといった状況があり、再生可能

エネルギーの導入を促進する上で大きな課題と

なっています。 
こうした状況は全国的にも生じており、国に対

して、再生可能エネルギーのポテンシャルの高い

地域を優先した系統増強のルール作りや、系統増

強が実現するまでの間、再生可能エネルギーの導

入が図れるよう系統運用のルールを見直すなど

の政策提言を通じて働きかけを行っています。 
また、系統の増強には、工事期間なども考慮す

ると早くても 10 年程度はかかると言われている

ことから、実現するまでの間は、系統を利用しな

い形、いわゆる再生可能エネルギーの地産地消を

進める形で、本県の再生可能エネルギーの導入を

促進していきます。 
 

（５）高知県太陽光発電設備等導入推進事業 
再生可能エネルギーの導入促進については、自

家消費を行う太陽光発電の普及を図ることも一

つの方法です。 
太陽光発電は、大規模災害などで発生する停電

時に非常用電源として使える利点を持つため、県

の課題である災害対策にも役立ちます。 
そのため、太陽光発電設備の普及促進や啓発を

図るために、災害発生時には重要な役割を担う福

祉避難所や病院などのほか、太陽光発電設備を活

用した先進的な取組をする事業者が太陽光発電

設備と蓄電池を設置する事業に対して補助を行

っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（６）太陽光発電施設の設置・運営等に関する　

ガイドライン 
太陽光発電の導入が進むなか、太陽光発電施設

の設置・運営そのものに関する法令などがなかっ

たことなどから、全国で地域住民などと太陽光発

電事業者との間でトラブルが発生しており、本県

においても問題となるケースが生じました。 
そのため、事業実施にあたって、法令などの規

制が無い場合でも遵守していただきたい事項を

例示し、太陽光発電事業が地域と調和した事業と

なるよう事業者が自主的に取り組むことを目的

として、平成 28年３月に太陽光発電施設の設置・

運営などに関するガイドラインを策定しました。 
環境影響評価法及び高知県環境影響評価条例

の対象に太陽光発電が追加されたことに伴い、地

域への事前説明等を事業計画作成の初期段階か

ら行うよう、令和２年８月 11 日にガイドライン

の改定を行いました。 
 
＜ガイドラインにより追加する事業化のフロー＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ガイドラインで 
追加するフロー通常のフロー

①慎重な用地選定 
 
②市町村への事業内 
容の事前届出等 

 
③地域への事業内容 
の事前説明・協議 

 
④地域との施設の施 
工・維持管理・廃 
棄等に関する合意 
形成

用地選定・発電

規模等の検討

設計・事業計画検討

事業計画認定等

工事の着手までに地域の合意を得る

施工

⑤適切な施工・維 
持管理・廃棄等維持管理

廃棄
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１ 太陽光発電システム（のいち動物公園） 
平成７年度にのいち動物公園の駐車場に設置

した太陽光発電システムにより、県民に環境意

識の啓発を図るとともに、太陽光発電の実用性

を広く社会にＰＲし、令和６年度は次の業務を

行いました。 
 
（１）発電事業 
太陽光発電により発生する電力を、公園全体

の電力量に対して５％程度補填しました。 
令和６年度実績：約57千kWh 

 
（２）啓発活動 
来園者用発電表示板により発電状況をリアル

タイムに表示して、環境問題に関心をもってもら

うようにしています。 

 

 
太陽光発電システム（のいち動物公園） 

 
２ グリーンニューディール基金事業 
本県では、平成 25 年度に国の二酸化炭素排出

抑制対策事業費等補助金を原資として「高知県グ

リーンニューディール基金」を造成し、当基金を

活用して、平成 27年度までに 13の県有施設に太

陽光発電設備などの整備を行いました。 
 

 
 
 

 
施設名称

施設について 
(設備・用途など)

太陽光発電 
出力（kW）

 県立春野総合運動公園 体育館・ 
グラウンド 

など

10

 
県立青少年センター 10

 中央東土木事務所

土木事務所 
など

10

 伊野合同庁舎 10

 須崎第二総合庁舎 10

 中村合同庁舎 10

※太陽光発電の他、全施設に蓄電池も整備し、さらに一部

施設には照明設備なども整備しています。 
 
いずれの施設も県の災害対応の拠点施設や福

祉避難所に該当し、非常用電源としての活用はも

とより、平常時は自家消費に充てることで CO2削

減に貢献しています。 
 

 
中央東福祉保健所に設置された太陽光発電パネル 
 
３ こうち型地域還流再エネ事業 
再生可能エネルギーにより発電された電気を

電力会社が一定の期間・価格により買い取る固定

価格買取制度が、平成 24 年７月に開始されまし

た。 
県では、この固定価格買取制度の追い風を最大

限に生かすため、県と地元市町村、県内企業など

が共同で発電事業会社を設立し、得られた利益を

地域に還流させる「こうち型地域還流再エネ事業」

の取組を行っています。 
県が出資を行うなど、主体的に関わり、市町村

や県内事業者に事業ノウハウを持ってもらうこ

とで、資金調達などのハードルを引き下げ、やる

気のある市町村や民間企業の発電事業への参入

を促進します。 
地元市町村は、発電事業に主体的に参画するこ

とで、発電事業で得た配当収入を、エネルギー施

策や地域経済の活性化などの地域の取組に役立

てています。また、県内の民間企業においては、

施工、保守管理などの受注機会の拡大やノウハウ

の蓄積などが期待されます。 

 
施設名称

施設について 
(設備・用途など)

太陽光発電出力

（kW）

 高知若草養護学校

学校

20

 中村特別支援学校 20

 山田養護学校 10

 日高養護学校 10

 幡多総合庁舎
福祉保健所 

など

10

 中央東福祉保健所 10

 中央西福祉保健所 10

 合計 　  　150

太陽光発電事業 

（公園上下水道課・のいち動物公園、環境計画推進課）
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この事業スキームを活用し、６市町村７か所に

おいて、合計約 11MW の太陽光発電事業に取り組

んでいます。 
 

 
 

こうち型地域還流再エネ事業スキーム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市町村 出力規模 想定発電量 発電開始

 
安芸市 約 5.2MW

約 540 万 kWh 
一般家庭 

約 1500 世帯分

平成 26 年

11 月 21 日

 
土佐町 約 1.2MW

約 128 万 kWh 
一般家庭 

約 350 世帯分

平成 27 年

４月 １日

 
佐川町 約 1.4MW

約 142 万 kWh 
一般家庭 

約 400 世帯分

平成 26 年

10 月 17 日

 
黒潮町 約 0.5MW

約 67 万 kWh 
一般家庭 

約 180 世帯分

平成 26 年

10 月 20 日

 
日高村 約 1.4MW

 
約 147 万 kWh 

一般家庭 
約 410 世帯分

平成 27 年

１月 19 日

 
土佐 
清水市

約 1.2MW 
※２か所合計

約 125 万 kWh 
一般家庭 

約 350 世帯分

平成 27 年

４月 ７日 
平成 27 年

５月 25 日

４ 県有施設の屋根貸しによる太陽光発電事業 
再生可能エネルギーの導入促進と産業振興に

寄与することを目的として、県内事業者が行う中

小規模の太陽光事業を支援するため、県有施設の

屋根を活用した太陽光発電事業を県内６施設に

おいて実施しています。 
普段発電した電力は固定価格買取制度により

売電されていますが、災害時に停電が発生した場

合には、施設に供給されるようになっています。 
 

 
甫喜ヶ峰森林公園及び森林技術センターにつ

いては、環境学習などに活用できるよう、発電量

などを表示することができるモニターを設置し

ています。 
 

 
甫喜ヶ峰森林公園に設置されたモニター 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
施設名称 発電開始日

太陽光発電 
出力（kW）

 甫喜ヶ峰森林公園

平成 28 年 
11 月 16 日

19.8 　
 森林技術センター 19.8 　
 伊野商業高等学校 39.6 　
 佐川高等学校 19.8 　
 山田高等学校 平成 28 年 

11 月 17 日

49.5 　
 中芸高等学校 49.5 　
 合計 198.0

県内
民間企業等

1/3～1/2未満

市町村
1/3～1/4

県
1/3～1/4

①県が、市町村と
調整し 候補地を

選定

②県と市町村が
協定を締結

（プロポーザル実施、
共同出資等）

③県が事業主体
（出資による参画

及び運営主体）を
プロポーザル公募

④審査会を経て県内
民間企業を決定

出資のほ
か、各種

下請けとして
の参画

⑤県、市町村、
民間企業が

協定を締結

発電事業
主体

地域団体
地域企業

地域
金融機関

共同
出資

融資

運営主体
（管理委託）

収益
配当

配当は地域サー
ビスに活用
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１　現状と課題 
木質バイオマスの有効利用は、カーボンニュー

トラル※の特性による二酸化炭素の削減効果や林

業・木材産業の振興につながるとともに、化石燃

料に支払うエネルギー対価の県外、海外への流出

を抑制して、エネルギーと資金が地域で循環する

流れに変えていくことにより地域経済への波及

効果が期待されます。 
このため県では、令和６年度からの「第５期高

知県産業振興計画」の産業成長戦略（林業分野）

の柱の一つ「木材産業のイノベーション」の中で

「森の資源を余すことなく活用」に位置づけ、小

規模木質バイオマス発電所の整備や幅広い分野

への木質バイオマスボイラーなどの導入を目指

した取り組みを進めています。 
これまで県内で施設園芸を中心に導入された

木質バイオマスボイラーによる重油削減量は、県

の試算では年間で約 2,987kl となり、この二酸化

炭素排出削減量は約 8,095t-CO2 で、約 2,076 世帯

分の排出量にあたります。 
一方で、木質バイオマスエネルギーの利用に関

しては、原木の確実な調達による木質燃料の安定

供給が不可欠です。そのため、増大する需要にし

っかりと対応するために、県内林業関係者と連携

しながら、原木が安定的に供給できる体制づくり

を懸命に行っているところです。 
 
２　施策の展開 
（１）実施した取組 
ア　木質バイオマスボイラーの普及拡大 

平成 21 年度から木質バイオマスボイラーの

積極的な導入に取り組み、令和６年度末現在で

は累計293台となり全国屈指の導入台数となっ

ています。 
また、木質燃料製造用の原木仕入れコスト支

援や燃焼灰回収コスト支援などを実施しまし

た。 
 
イ　ペレット製造施設 

需要の拡大に併せて、県内にはペレット製造

施設が４施設整備されており、それらの製造能

力は県内需要を充足していますが、県内自給率

は約４割にとどまっています。 
 
ウ　木質バイオマス発電の整備 

これまでの熱利用に加えて、電力の固定価格

買取制度を活用した木質バイオマス発電２施

設(専焼)が、平成 27 年から運転を開始したこ

とにより、低質材の需要が大幅に拡大しました。 
また、令和４年度には、本山町に熱電併給施

設が新たに運転を開始し、余熱を農業利用して

います。 
 
（２）実施しようとする取組 
木質バイオマス利用を取り巻く状況は、これま

での建築・製紙における利用や熱利用に発電が加

わったことにより、環境が大きく変わってきてい

るところですが、未利用材など森林資源を余すこ

となく活用することは、森林整備を促進し、本県

の山村地域の活性化につながる重要な取組です。

今後もこうした動向を見据えながら、木質バイオ

マスの有効活用によるエネルギーの地産地消の

取組を積極的に進めていきます。 
木質バイオマスボイラーの導入先として約８

割が農業利用となっており、今後は多様な業種へ

の利用拡大を図っていく必要があります。 
また、今後の新たな方向性として、熱電併給に

よる小型の木質バイオマス発電の整備など、小規

模な地域での木質バイオマスの利用拡大に取り

組み、更にエネルギーの地産地消と二酸化炭素の

排出削減を推進していきます。 

 
木質ペレットボイラー（芸西村） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木質バイオマスエネルギーの利用      

（木材産業振興課）

　木質バイオマス

燃料を燃やす時に

出る二酸化炭素

は、樹木が成長す

るときに吸収した二

酸化炭素だけなの

で大気中の炭素量

を増加させることは

ありません。

※  
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１ フロン排出抑制法 
オゾン層破壊の原因物質であるフロン類を確

実に回収、破壊することを目的として、平成13年

６月に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊

の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊

法）｣が制定公布されました。 
しかし、冷媒回収率の低迷や機器使用時の冷媒

の漏えいが深刻化していることなどから、フロン

類の製造から破壊・再生までの包括的な対策をと

るため、フロン回収破壊法が改正され、平成 27

年４月１日「フロン類の使用の合理化及び管理の

適正化に関する法律（フロン排出抑制法）」が施

行されました。 
 

２ 規制 
フロン排出抑制法では、業務用冷凍空調機器の

管理者は、機器の設置、使用及び廃棄などに関す

る義務などを定めた「管理者の判断基準」を遵守

することが求められています。 
さらに、1年度内に 1,000t-CO₂以上のフロン類

を漏えいさせた管理者は、翌年度の７月末日まで

に、その算定漏えい量を法人単位で事業所管大臣

まで報告する必要があります。 
フロン類は地球温暖化の原因となるものであ

り、回収量及び充塡量を適切に把握することが必

要ですので、フロン類充塡回収登録業者への行程

管理制度の啓発などにより、回収量及び充塡量を

正確に把握するよう努めます。 
　 
 

 
 

 

 

 

 フロン排出抑制法に基づく登録事業者数
 （令和７年３月 31 日現在）
 

登録業者の種別 登録事業者数

 
第一種フロン類充塡回収業者 395

フロン対策        （環境対策課）
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１ 概要 
環境マネジメントシステムとは、企業や自治体

などが「環境」に対する保全活動に係る経営方針

や事業方針を示し、組織的・計画的に実行し、そ

の成果を見直して継続的に改善していく取組の

ことです。 
県では、高知県地球温暖化対策実行計画（事務

事業編）における CO２排出量削減目標を達成する

ために「高知県庁環境マネジメントシステム」を

策定し、平成 20年４月から取り組んできました。 
 
２ 環境マネジメントシステムの取組内容 
（１）エコオフィス活動の実施 

次のようなエコオフィス活動を実施しました。 
ア　電気、ガス、ガソリンなどの使用量の削減 
イ　グリーン購入の推進 
ウ　紙の使用量削減 
エ　３Ｒ(ごみの減量、再使用、再資源化)の促進  

 
（２）コツコツニュースの作成 
（CO２排出量や取組状況の見える化と情報共有） 
ア 「コツコツニュース」の作成 

庁舎ごとに毎月、電気、水道、ガソリンなど

のエネルギー使用量や CO２排出量を把握し、そ

の量を「見える化」する「コツコツニュース」

を作成しました。 
　 

イ 省エネに関する意見やアイデアなどの情報

共有 
庁舎管理責任者や、職員からの省エネに関す

る意見やアイデアなどの情報を共有し、庁舎全

体の省エネ活動につなげました。 
 
（３）デマンド監視装置の設置 
県の施設にデマンド監視装置を設置し、電力の

ピークカットに取り組んでいます。平成 20 年度

から導入を開始し、令和６年度末で計 104 施設に

まで設置施設を拡大しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

高知県庁環境マネジメントシステムの

取組     （環境計画推進課）

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３ 令和６年度の取組結果 
（１）目標達成状況 
令和６年度の施設からの CO２排出量は、基準年

（令和元年度）比で 6.5％増加となりました。 

 
 
（２）実施期間　 
令和６年４月１日～令和７年３月 31日 

 
（３）実施庁舎　 

163 施設 
（本庁３、出先機関等 74、県立学校 44、 
県立病院２、指定管理施設 40） 

 
 
 
 
 
 

高知県庁環境マネジメントシステムの

取組          （環境計画推進課）
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（４）部局(庁舎管理責任者)別の CO２排出量　 
令和６年度は、夏が記録的な猛暑であったこと

に加えて、冬は令和５年度の暖冬に比べて気温が

低かったことから、年間を通して電気使用量が大

幅に増え、それに伴い CO2 排出量が増加したもの

と見込まれます。 

※端数処理を行っていることから、合計と内訳の計とが一致しな　 
い場合があります。 

 
(５）エネルギー源別 CO2 排出量構成比（％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（６）エネルギー別使用量 

 
（７）デマンド監視装置の設置による省エネ効果 
令和６年度にデマンド監視装置を設置した 104

施設の内、比較可能な 92 施設において、年間最大

デマンドは平成 21 年度比で 1.4％減少しました。

また、年間電気使用量についても、平成 21 年度比

で 9.3％となっています。 

 
４　高知県地球温暖化対策実行計画（事務事　

業編）に係る温室効果ガス総排出量 
高知県地球温暖化対策実行計画では、県の事務

事業に伴う温室効果ガス排出量を、令和７年度ま

でに基準年（令和元年度）比で６％削減するとい

う目標を定めています。 
令和６年度の総排出量は、基準年（令和元年度）

比で 5.3％増加しました。 
※高知県庁環境マネジメントシステムと高知県地球温暖化対策

実行計画とでは、対象となる燃料や温室効果ガス排出量を算定

するための各種排出係数が異なるため、数値が異なります。

 
項　　　目

令和元年度 
(基準年)

令和６年度 増減率（%）

 電気使用量 
（kWh）

55,690,058 59,217,188 6.3

 灯油使用量 
（リットル）

961,037 989,573 3.0

 A 重油使用量 
（リットル）

565,186 568,033 0.5

 LP ガス使用量 
（kg）

157,686 134,036 ▲ 15.0

 都市ガス使用量 
（㎥）

272,277 395,881 45.4

 ガソリン使用量 
（リットル）

535,654 586,109 9.4

 軽油使用量 
（リットル）

61,262 61,544 0.5

 ジェット燃料 
（リットル）

142,536 168,974 18.5

 水使用量 
（㎥）

694,164 720,644 3.8

 
部　局　名

令和元年度 
(kg-CO２) 
(基準年)

令和６年度 
(kg-CO２)

増減率（%）

 総合企画部 12,876 32,884 155.4

 総務部 1,769,588 1,866,486 5.5

 危機管理部 414,040 521,054 25.8

 健康政策部 739,198 738,699 ▲ 0.1

 子ども・福祉政策部 506,771 590,459 16.5

 文化生活部 14,919 4,192 ▲ 71.9

 産業振興推進部 16,094 34,120 112.0

 商工労働部 701,842 672,863 ▲4.1

 観光振興スポーツ部 0 11,479 -

 農業振興部 1,943,830 1,885,382 ▲ 3.0

 林業振興・環境部 155,004 235,829 52.1

 水産振興部 496,763 473,289 ▲ 4.7

 土木部 849,874 781,836 ▲ 8.0

 議会事務局 0 975 -

 教育委員会事務局 772,998 798,759 3.3

 県立学校 5,201,164 5,281,811 1.6

 公営企業局 6,176,695 5,980,394 ▲ 3.2

 指定管理施設など 8,195,128 9,861,895 20.3

 合　計 27,966,784 29,772,406 6.5

 項　　目 平成21年度 令和６年度 増減率（%）

 年間最大デマンド

（kW）
11,836 11,665 ▲ 1.4

 年間電気使用量 
(千 kWh)

25,746 23,340 ▲ 9.3

 
温室効果ガス

排出量 
（t-CO２）

令和元年度 
(基準年)

令和６年度 増減率(%)

 二酸化炭素 33,739 35,632 5.6

 
メタン 421 437 3.8

 
一酸化二窒素 225 137 ▲ 39.1

 ハイドロフル 
オロカーボン

5 8 60

 合　計 34,390 36,214 5.3

31



2025　　　　　　　　　　　地球温暖化への対策

 

 

 

 
 
１ 本庁舎太陽光発電設備新設工事 
令和５年度に本庁舎の屋上の一部に出力

27.5kW の太陽光発電設備を設置しました。発電し

た電気を庁内電力として用いることとしており、

庁内電力由来の CO2排出量を削減します。本設備

の発電状況については、本庁舎玄関ホールに設置

した表示モニタで来庁者にも公開しており、県民

の方への啓発活動にもつなげています。 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 
　　　　　太陽光発電設備（本庁舎） 
 
２ 庁舎照明設備の LED 化 
令和５年８月までに北庁舎の、令和７年２月ま

でに西庁舎の照明設備を従来の蛍光灯からLED照

明に改修する工事を実施しました。 
この工事により北庁舎では庁内電力を従来よ

り約 25%削減することができ、庁内電力由来の CO2

の排出削減に貢献しています。 
照明の LED 化の取組は今後、本庁舎へも展開し

ていく計画としています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　LED 照明設備（北庁舎） 
 
 

３ 集中管理公用車への電気自動車の導入 
管財課で集中管理している公用車について、平

成 26 年３月に民間企業から電気自動車２台の寄

贈を受けたことから、電気自動車の活用が始まり

ました。 
その後、令和４年度に 12 台、令和５年度に８

台、令和６年度に１台電気自動車を導入し、県の

業務に伴う温室効果ガス排出量の削減を図りま

した（集中管理公用車 33台のうち 23 台が電気自

動車）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本庁舎等における省エネルギー化 

及び CO２削減の取組     （管財課）
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１　現状と課題 
バスや電車、鉄道などの公共交通は、地域の暮

らしを支える大切な役割を担っています。 
一方で、利用者数は年々減少し、公共交通を守

り続けるには大変厳しい状況となっています。 
公共交通の大切さ・便利さを伝え、移動手段と

して選んでもらえるような呼びかけを行うなど、

公共交通を残していくための取組が必要です。 
 
２　施策の展開 
（これまでの取組） 
毎月５日・20日（土日祝の場合は翌平日）を「こ

うち 520（ゴーニーマル）運動の日」とし、この

日は、まずは県職員が積極的に公共交通を利用し

て通勤しよう、と呼びかける、「こうち 520 運動」

を行っています。 

令和５年度については、毎月、「こうち 520 運

動」の日の前日に、庁内メールや庁内放送で、運

動に参加してもらえるよう呼びかけを行い、公共

交通の利用促進を図りました。 
なお、集計している令和５年度の「こうち 520

運動」の実績については、次のとおりです。 

 
（今後の取組方向） 
県職員の公務出張時などで公共交通を積極的

に利用していただくよう、周知を行い、公共交通

の利用促進を実施します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
期間

参加対象者 
(公共交通利用

者のべ人数）

 
参加率

 令和５年 
４月１日から 
令和６年 
３月 31 日

 

8,880 人

 

21％

エコ通勤の促進    （交通運輸政策課）

33



2018
2025　　　　　　　　　　　　地球温暖化への対策

 

 

 
 
１　概要 
県内では、国・県・市町・民間企業・交通事業

者が協力し、公共交通の利用促進策としてパー

ク・アンド・ライド事業を行っています。 
この事業は、駅やバス停、電停の周辺に駐車場

を用意して、そこから路面電車やバス、鉄道に乗

り換えて目的地へ向かってもらうという取組で

す。 
これにより、高知市中心部に流入する自動車が

抑えられ、交通渋滞の緩和や公共交通の活用によ

るエネルギーの効率的な利用、排気ガスや騒音の

低減などの環境面への効果などが期待されます。 
※パーク・アンド・ライドを利用するには、路面

電車、バス、鉄道の定期券を購入するなどの条

件があります。 
 
 
２　実施した取組 
県のホームページなどでパーク・アンド・ライ

ド事業の周知を図り、公共交通の利用促進に努め

ました。 
なお、令和７年４月１日現在の利用状況は右記

のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【路面電車利用】 

 
【路線バス利用】 

 
【高速バス利用】 

 
【鉄道利用】 

 
駐車 
可能 
台数

利用 
台数

高 知 市 中

心 部 ま で

の １ か 月

定期料金

 美術館通 
駐車場

183 台 179 台 8,560 円

 高須 
駐車場

28 台 27 台 8,560 円

 とさでん交通 
桟橋車庫構内

46 台 36 台 8,560 円

 とさでん交通 
後免町駅構内

68 台 52 台 18,600 円

 とさでん交通 
いの車両置場

14 台 ２台 18,600 円

 
駐車 
可能 
台数

利用 
台数

高知市中

心部まで

の１か月

定期料金
 一宮 27 台 ４台 18,480 円

 
駐車可能

台数

利用 
台数

高 知 市 中

心 部 ま で

の １ か 月

定期料金

 高知中央 IC　 
駐車場

202 台 
（＋49 台繁忙

期のみ解放）

152 台

 
一宮 148 台 48 台

 
駐車可能

台数

利用 
台数

高 知 市 中

心 部 ま で

の １ か 月

定期料金
 土佐くろしお鉄道 

後免町駅構内
15 台 12 台 16,550 円

 フジグラン野市店

構内
18 台 15 台 17,810 円

 土佐くろしお鉄道 
安芸駅構内

３台 １台 38,230 円

 土佐くろしお鉄道 
田野駅構内

２台 0台 42,940 円

 土佐くろしお鉄道 
奈半利駅構内

３台 0台 42,940 円

パーク・アンド・ライド（Ｐ＆Ｒ） 

事業の取組       （交通運輸政策課）
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１ 現状 
高知県では、人口減少や高齢化が進行し、中心

市街地が衰退するなど都市を取り巻く情勢が大

きく変化しています。 
社会情勢の変化に伴う課題解決に向け、地域活

力を維持し、地域間を結ぶ公共交通の充実など持

続的な都市の形成や日常生活における移動の利

便性を確保することで、高齢者や子育て世代が安

全で安心して暮らすことができるようなコンパ

クトに集約されたまちづくりを推進することが

必要となっています。 
 
２ 施策の概要 
（１）都市計画区域マスタープランについて 
都市計画の基本的な考え方について、概ね20年

後の都市の姿を展望し、広域的な視点からまちづ

くりを進めていくための方向性を示したものが 

「都市計画区域マスタープラン」です。  
都市計画区域マスタープランでは、都市計画の

目標、区域区分の決定の有無およびその方針、土

地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関す

る主要な都市計画決定の方針などを定めていま

す。 

 
 

（２）多極ネットワーク型都市構造について 
人口が減少し高齢化が進むなかで、地域の活力

を維持しつつ、暮らしやすい環境を確保するため

には、都市基盤が充実した市街地に都市機能や人

口を誘導していくことが必要です。 
さらに、日常生活などに必要な機能がおおむね

徒歩などで移動できる範囲に確保された地域を

都市拠点として定め、利便性が高いコンパクトな

まちとして強化するとともに、拠点間を公共交通

を含めた交通ネットワ－クで結ぶ「多極ネットワ

ーク型都市構造」を目指すことが必要です。 
 
（３）コンパクトなまちづくりの推進に向けて 
人口減少および高齢化の進行に伴う都市の抱

える課題に対応するため、日常生活の利便性や移

動しやすい環境を構築し、コンパクトにまとまっ

た都市を形成するため、多極ネットワーク型都市

構造の形成を目指す方針を、都市計画区域マスタ

ープランに定めています。 
また、都市拠点を結ぶ利便性の高い公共交通体

系の実現を目指す方針を定め、過度に自動車に依

存することなく生活できる持続可能で利便性の

高い公共交通体系の実現と、自動車を主体とした

交通体系から環境負荷の低い自転車や公共交通

中心の交通体系への転換を目指します。 
 
 
 
 

コンパクトなまちづくりの推進      

（都市計画課） 

　　高知広域都市計画区域における多極ネットワーク型のコンパクトな都市のイメージ
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１ 現状と課題 
高知県は、沿岸部は高温多湿の蒸暑地である一方、

山間部には寒冷な地域があるなど、気候の地域格差

が大きいことに加え、台風の強風と豪雨の厳しい気

象条件に長年耐えられる住宅の建築が求められま

す。 
また、カーボンニュートラルの実現に向けた取組

として、家庭・業務部門では住宅・建築物における

省エネ対策を強化する方針が国から示され、高知県

住生活基本計画においても省エネ住宅の普及促進

に取り組むこととしています。 
こうした背景から、省エネ住宅の普及促進を図る

ため、省エネ住宅に関し県民の皆さまへ情報発信を

行い、理解を深めていただくとともに、省エネ住宅

の供給能力向上のため、地域事業者の育成を図りま

す。 
　 
２ 施策の展開 
省エネ住宅の普及促進のため、省エネリフォーム

のメリットを訴求することを目的にリーフレット

を作成し、市町村窓口での配布や、ホームページで

情報発信を行いました。 
また、省エネ住宅の供給能力向上のため、ＺＥＨ

の省エネルギー性能に係る技術基準に関する講習

会を開催し、建築士や工務店など地域事業者の育成

に取り組みました。 
さらに、高知県住宅断熱改修費補助金を通じ、既

存戸建て住宅の断熱改修を行う所有者等を対象に

市町村が行う住宅断熱改修費補助事業について、支

援を実施しました。 
 
３ 今後の取組 
カーボンニュートラルの実現に向け、省エネ住宅

の普及促進と地域事業者の育成に取り組んでいき

ます。 
 
（１）省エネ住宅の普及・啓発 
県民の皆さまの理解を深めていただくため、省エ

ネ住宅に関するリーフレットについて、配布及びホ

ームページへの掲載などにより情報発信していき

ます。 
また、住宅を新築又はリフォームする際に活用で

きる各種支援制度や税の優遇措置等の情報につい

ても、市町村や事業者と連携し、発信していきます。 
 
 
 
 

（２）事業者の育成 
省エネ住宅の供給能力向上のため、ＺＥＨの省エ

ネルギー性能に係る技術基準に関する講習会を開

催し、建築士や工務店など地域事業者の育成に取り

組んでいきます。 
 
（３）住宅の省エネ化への支援 

既存戸建て住宅の省エネルギー化を促進するた

め、既存戸建て住宅の断熱改修を行う所有者等を対

象に、市町村と協力して支援していきます。 
 
（４）その他の取組 

中山間地域などで増え続けている利用目的のな

い空き家は、耐震性が不足しているだけでなく、温

熱性能も劣っている場合が多いため、リフォームと

併せて耐震改修、断熱改修、バリアフリー化を実施

し、効率よく付加価値を付けて再生することにより、

移住希望者向け住宅などとして活用するなど、市町

村や事業者と連携した取組を進めます。　 
 
 

リーフレット 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

技術講習会 

省エネ住宅の推進          （住宅課）
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１ 現状と課題 
木材価格の低迷や労働力の減少・高齢化、小規

模で分散した森林が多いことなど、林業を取り巻

く状況は厳しい中にありますが、間伐などの森林

の適切な整備を進めるとともに、原木の安定供給

と増産につなげることが必要となっています。 
そのためには、成熟した人工林資源を背景に、

森林を集約化※し、また、計画的かつ効率的な木

材生産と再造林を一体的に行うことで、森林資源

の循環利用とともに、林業事業体の収益性の向上

や森林所有者への利益の還元、林業就業者の雇用

の確保と所得の安定につなげることが課題とな

っています。 
 
２ 実施した取組 
“森の工場”は、林業事業体がまとまりのある

一体的な森林を設定し、安定的かつ効率的な搬出

間伐や皆伐・再造林などの森林施業を進めるため

に作成した５か年間の計画を、高知県が承認する

とともに素材等の搬出や作業道整備、作業システ

ムの改善などの支援を一体的に実施する制度で

す。 

　 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
近年では、ワイヤーロープよりも軽量で取り扱

いの容易な繊維ロープや、木の伐採から作業道の

開設までの作業を１台で実施可能な林業機械な

ど、これまでにない新たな機材や仕組みの導入に

ついても支援を行っています。 
 
 

 
 

 
 

森の工場の推進    （木材増産推進課）

県職員による繊維ロープの紹介
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平成 16 年度に制度をスタートし、令和６年度

における“森の工場”の面積は 94,246ha となり、

県内民有林面積（令和５年度時点）の約 20％を占

めています。 
また、“森の工場”で生産される間伐材は令和６

年度実績で約 95 千 m3 となっています。 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 今後の取組 
間伐や皆伐・再造林などの森林の適正な整備を

めるためには、その担い手である林業事業体の安

定的な事業活動と経営の安定が必要不可欠です。 
また、大型製材工場や木質バイオマス発電施設

などへの県産材の安定的な供給や需要の高まり

へ対応していくことが必要です。 
環境の保全と経済活動の両立を図りつつ木材

の生産拡大に向けて、引き続き“森の工場”の推

進に取り組んでいきます。 
 
 

 
 
 
 
 
 

伐倒・グラップル機能付きバックホウ

－用語解説－ 
※　森林の集約化 
　小規模な森林所有者の合意を得て、まとまった面

積で一体として山の手入れを行うこと。
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１　高知県が保有するオフセット・クレジット

（J-VER） 
（１）高知県木質資源エネルギー活用事業 
高知県では、平成 20年度から平成 25 年度にか

けて発電施設において石炭の代替燃料として林

地残材を使うことで削減した CO2 量を、オフセッ

ト・クレジット（J-VER）制度※１を活用して、クレ

ジット化し、カーボン・オフセット※２を行う企業

などに販売しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

木材生産に伴って発生した林地残材 
 
（２）高知県森林吸収量取引プロジェクト 
高知県では、平成 22年度と平成 25年度に県有

林を適切に間伐し整備することにより実現した

CO2 吸収量を、オフセット・クレジット制度を活用

して、クレジット化し、カーボン・オフセットを

行う企業などに販売しています。 
 

２　高知県版 J-クレジット制度 
国の制度に準拠して、高知県が認証を行う地域

版クレジット制度として、「高知県版 J-クレジッ

ト制度」を運営しています。 
本制度により創出したクレジットは、国の制度

に準拠する地方自治体の制度として国から認証

を受けているため、国の J-クレジット制度により

創出したクレジットと同等の価値を有します。 
また、発行されたクレジットは販売することが

でき、新たな環境保全活動やカーボン・オフセッ

トなどに使用することができます。 
現在、四万十市や三原村など 12 団体で高知県

版 J-クレジット制度プロジェクトが運用されて

います。 
 
 

 
高知県版 J-クレジット制度プロジェクト一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
プロジェクト名

プロジェクト 
実施者

 
１

高知県津野町龍馬の森間伐推進プロ

ジェクト
津野町

 
２

高知県中土佐町四万十黒潮の森間伐

推進プロジェクト
中土佐町

 
３

高知県大豊町ゆとりすとの森間伐推

進プロジェクト
大豊町

 
４

高知県梼原町雲の上の間伐推進プロ

ジェクト
梼原町

 
５

高知県森林整備公社造林地温室効果

ガス吸収プロジェクト～みどりの風

が気持ちえいぜよ！の森づくり～

一般社団法人

高知県森林 
整備公社

 
６

高知県安芸市五位ケ森 CO2 吸収プロ

ジェクト

ニッポン 
高度紙工業 
株式会社

 
７

高知県土佐町「朝日・輝く森」間伐

推進プロジェクト
土佐町

 

８
四万十町森林組合温室効果ガス吸収

間伐推進プロジェクト～山、川、

海、自然が人が元気です～

四万十町 
森林組合

 
９

いの町温室効果ガス吸収間伐推進プ

ロジェクト～森林整備で清流仁淀川

を守ります～

いの町

 
10

高知県高知市よさこいの森　CO2 吸

収プロジェクト
高知市

 
11

高知県三原村温室効果ガス吸収間伐

推進プロジェクト
三原村

 
12

高知県四万十市役所市有林間伐推進

プロジェクト（温室効果ガス削減）
四万十市

オフセット・クレジット（J-VER）制度 

（自然共生課）

－用語解説－ 

※１　オフセット・クレジット（J-VER）制度 
　環境省が平成 20 年に開始した制度で、「J-VER」は、日

本国内（J：Japan）における検証された排出削減（VER：

Verified Emission Reduction）の略。一定の基準を満た

す自主的な排出権でカーボン・オフセットに利用される

ものを指します。 
　なお、平成 25 年度に J-クレジット制度が創設され、

発展的に統合・移行されています。 
 
※２　カーボン・オフセット 
　日常生活や経済活動において排出される温室効果ガ

スのうち、できる限りの削減努力をしても排出せざるを

得ない部分について、他の場所で実現した削減・吸収量

により、その一部又は全部を埋め合わせることをいいま

す。
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３　現状と課題 
（１）高知県クレジットの活用状況 
現在、高知県では、排出削減クレジット（上記

１（１））と森林吸収クレジット（上記１（２））

の２種類を販売しています。クレジットの発行量

と、現在までの販売量は以下のとおりです。 
 
クレジットの発行・販売実績(令和７年３月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
クレジットの販売を開始した当初は、全国でも

先駆的な取組で、他のクレジット販売事業者が少

なかったこともあり、販売は好調でした。クレジ

ット販売事業者が増え、平成 26 年度以降、販売量

が300トン余りに落ち込んでいた時期もありまし

たが、近年は 600～700 トン程度の販売量となっ

ています。 
クレジットを活用いただける機会を増やすた

め、カーボン・オフセットの仕組みや、地球温暖

化防止を始めとする環境保全への効果などにつ

いて周知を図り、新たな販売先の開拓に取り組ん

でいます。 

 
　

発行量 
[t-CO2]

販売量 
[t-CO2]

残高 
[t-CO2]

 
排出削減 
クレジット

20,257 13,442　 6,765

 
森林吸収 
クレジット

2,305 
(バッファー※３

68t-CO2)

982　 1,255

 合計 22,562 14,424　 8,020

４　取組状況 
（１）イベントのオフセット 
カーボン・オフセットの取組の一つに、イベン

ト開催に伴い発生する CO2 排出量のオフセットが

あります。令和６年度は、「カシオワールドオープ

ン」「品川区橋梁ライトアップ」など、３件のイベ

ントでオフセットが実施されました。 
 
（２）環境貢献型商品 
高知県では、事業者がクレジットを購入し、自

社の商品にクレジットを付けて販売する「環境貢

献型商品」の開発も支援しています。この商品は、

消費者が購入するだけでカーボン・オフセットに

参加することができる仕組みになっています。令

和６年度は、企業等が放映する CM や旅行など、サ

ービスにクレジットを付加した商品が３件売り

出されました。 
 
（３）自己活動のオフセット 
工事実施などの自己活動により発生した CO2 排

出量のオフセットも行われています。令和６年度

は、公共工事や航空機利用などについて、49 件の

オフセットが実施されました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－用語解説－ 
※３　バッファー 
　自然撹乱や避けがたい土地転用などによる消失分を

補てんするため、クレジット発行量の３％に当たる量

を、制度事務局の「バッファー管理口座」に補てん用

クレジットとして確保するものです。バッファー率は

自然撹乱や土地転用などの発生状況などを踏まえて変

更される可能性があります。

クレジットの販売状況（令和７年３月末現在）

取組状況の推移（令和７年３月末現在）
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（４）カーボン・オフセット証明書 
高知県では、オフセット・クレジットを購入さ

れた方に対し、「カーボン・オフセット証明書」を

発行しています。さらに、カーボン・オフセット

の取組回数が 10 回以上かつクレジットの購入量

が 100t-CO2 以上の方に「感謝状」の贈呈を行って

います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ＜カーボン・オフセット証明書＞ 
 
５　今後の取組について 
これまで、県内外のマッチングイベントに参加

し、高知県のオフセット・クレジットの説明や、

県内のクレジットを活用した環境貢献型商品の

紹介などを行ってきました。 
今後は、イベントへの参加だけでなく、SDGs へ

の関心の高まりやカーボンニュートラルに向け

た企業の取組の機会をとらえたアプローチを行

うなど、更なる普及活動を行っていく予定です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
足立区主催　地球環境フェア 2019　ブース出展 

（令和元年６月）　 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 26 回エコプロ 2024　ブース出展 
（令和６年 12 月） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
第89回東京インターナショナル・ギフト・ショー 

2025 春　ブース出展（令和７年２月） 
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１ キャンペーン概要 
高知県脱炭素社会推進アクションプランにお

ける『柱１ CO2削減に向けた取組』として、令和

6年度に、国の経済対策の財源を活用し、省エネ

家電などの購入金額に応じた支援金を交付する

事業である「こうち省エネ家電等購入応援キャン

ペーン」の第２弾を実施し、家庭における省エネ

を後押ししました。 
本事業により、購入者にとっては現金が交付さ

れるメリットに加え、省エネ性能の高い家電への

買換えなどによりＣＯ２の削減やランニングコ

ストの低減が図れること、県内の販売事業者にと

っては省エネ家電の販売促進になることなどの

効果が見込まれます。 
 
２ キャンペーン内容 
　◆支援金額 
　　３億円 
　◆支援対象者 
県内の対象店舗で、対象期間中に対象製品を 
購入した県内在住者 

　◆対象店舗 
県内に所在する実店舗（営業所等を含む） 
※EC 店舗等は対象外 
◆対象品目 

　・エアコン　・電気冷蔵庫 
・温水機器（エコキュート・ガス温水機器）　　　　 
・テレビ　　・LED 照明器具 

　◆支援金 

  ◆実施期間（当初予定） 
  購入設置期間： 
令和6年5月 8日（水）～令和6年8月 31日（土） 
申請受付期間： 
令和 6年 5月 8日（水）～令和 6年 9月 9日（月）   

　　　　　　　　　　　　　　 
３ キャンペーン実績 
◆交付件数　　15,121 件 
◆交 付 額　　298,380,000 円 
◆参加店舗　　441 店舗 
 
 

 対象製品の購入金額（税抜）の合計 支援金額

   ２万円以上　５万円未満    5,000 円　 

   ５万円以上　10 万円未満   10,000 円 
   10 万円以上　15 万円未満   20,000 円
   15 万円以上　　　   30,000 円

◆実施期間　 
購入設置期間： 
令和6年 5月 8日（水）～令和6年8月 31日（土） 

 　※8月 9日（金） 
申請受付期間： 
令和 6年 5月 8日（水）～令和 6年 9月 9日（月）   

　　　　　　　　　　　　　　　※8月 9日（金） 
※令和 6年 8月 9日時点で申請額が「支援金額： 
３億円」に達したため、キャンペーンを終了。 

省エネ家電等購入応援キャンペーン 

（第２弾）       （環境計画推進課）
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